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解　説

Q uestion

90

保険会社における告知の取扱いについて留意すべき点はありますか。

告知義務者から正しい告知を受けるように留意すべきです。具体的に

は、告知義務者に対して告知の重要性等について十分に説明するととも

に、告知書の記入例等を提示するなどといった方法が考えられます。

A nswer

21

Q19で説明したとおり、告知義務者は、故意または重過失で告知義務に

違反すると、保険者から保険契約を解除されることによって保険金の給付

を受けることができなくなるおそれがあります。

ただし、告知義務違反は告知義務者側の問題であるとは単純にいい切れ

ない面があります。保険者が告知義務者に対して告知制度の重要性等を十

分に説明していないような、保険者側にも問題がある場合も少なくないか

らです。

告知義務制度は、リスクに関する情報が被保険者側に偏在するなかで、

保険会社が当該情報を取得し適切な引受判断（危険選択）を行えるように

するための保険事業の根幹に関わる重要なものです。

正しい告知を受けることは保険会社にとってもきわめて重要なことで、

保険会社は、顧客が正しい告知を行えるようにするための環境を整備する

努力を怠るべきではありません。

この点、告知義務者からの適切な告知を受けるための指針として、生命

保険協会により、「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」

が策定されており、告知の取扱いにあたっては大変参考になります。

１　告知制度の周知について

保険契約者や被保険者には健康状態などについての保険者からの質問に

対して告知する義務があります。



そして、保険契約者等から正しい告知を受けるためには、告知の意義・

重要性、それを行わなかった場合のデメリット等についてきちんと認識し

てもらうことが、まずもって肝要といえます。

そこで、保険契約者や被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態、身体

の障害状態、職業などについて「告知書」で保険者が質問することについ

て、告知者本人が事実をありのままに正確にもれなく告知するよう、募集

用資料・告知書・告知説明用資料等に記載し、説明することが必要です。

そして、上述のとおり、告知義務の意義や重要性を保険契約者等が理解

して告知することは重要であるため、重要事項説明の一環としての「注意

喚起情報」の記載事項とされています（監督指針Ⅱ－3－3－2⑵②イウ、

Ⅱ－3－3－6⑵②イウ）。

２　告知の仕方について

一般的に生命保険に係る営業職員等生命保険募集人には契約締結権限は

なく、告知受領権限がないのが通常です。しかし、そのような権限の有無

は保険契約者側が外形的に認識できるものではなく、生命保険募集人に口

頭で告げることによって、告知が完了したと誤認するおそれがあります。

そこで、生命保険募集人には告知受領権限がなく、募集人に口頭で話を

しても、告知したことにはならない旨、募集用資料・告知書・告知説明用

資料等に明確に記載・説明することが必要です。

それでもなお、保険契約者や被保険者が生命保険募集人に口頭で話をし

た場合には、告知書に記入してもらうよう要請し、かつ生命保険募集人が

保険会社に対し取扱報告書でそのような経緯を報告することを徹底する等

の対応が必要となります。

３　傷病歴等の告知について

傷病歴等がある場合には保険をいっさい引き受けてもらえないという誤

認により、保険契約者や被保険者が告知をしないおそれがあるとの指摘が

あります。

Ⅱ　保険契約の成立

91



保険金受取人が、①「妻Ａ」、②「相続人」と指定されていますが、保

険金受取人は誰と解釈すればよいでしょうか。②の場合、相続人間の取得

割合はどのように考えればよいでしょうか。

保険金受取人の指定が不明確な場合、保険金受取人の指定行為の解釈に

より保険金受取人は誰かを明らかにすることになります。この解釈は客観

的解釈によるとされています。

保険金受取人が①「妻Ａ」と指定されている場合、「妻」という記載は

補助的な意味しかなく、原則として、Ａが保険金受取人であると解されま

す（最判昭和58・９・８民集37巻７号918頁）。

また、保険金受取人が②「相続人」と指定されている場合、保険金受取

人は被保険者死亡時における被保険者の相続人となるべき者が保険金受取

人として指定されていると解されています（山下友信『保険法』492頁）。

そして、その権利取得割合は、相続分割合になると解されますが（傷害保

険につき、最判平成６・７・18民集48巻５号1233頁）、実務上の取扱いは

相続分割合か、相続人の頭数による均等かで分かれています。

解　説

A nswer

Q uestion 32

１　保険金受取人の指定の法的性質

保険法は、生命保険契約または傷害疾病定額保険契約の締結時に交付さ

れる書面の記載事項として「保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金

受取人を特定するために必要な事項」（法40条１項４号・69条１項４号）が

定められていることから、保険契約時に保険金受取人を指定することが想

定されています。

保険契約時における保険金受取人の指定は、保険者が保険契約者と保険
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金受取人との関係を考慮しモラルハザードの観点から契約を拒絶する場合

や、保険金受取人を一定の範囲の者に限っている保険商品があるものの、

原則として保険契約者が自由に決定できるため、実質的には保険契約者の

一方的意思表示によるものと解されています（山下・前掲488頁）。

なお、保険契約者が自由に指定できるといっても、民法の一般原則（公

序良俗違反等）により、その指定が無効とされる場合があります（山下・

前掲489頁、東京高判平成11・９・21金融・商事判例1080号30頁等）。

２　保険金受取人の指定が不明確な場合

保険法において、特に保険金受取人の具体的な指定方法や指定内容等に

ついては規定されておらず、これまでと同様、保険金受取人の指定が不明

確な場合、当該指定行為の解釈をすることになります。

保険金を支払うべき相手が誰であるかは保険者にとってきわめて重要な

事項であり、保険金受取人の指定が実質的に保険契約者の一方的意思表示

によるものであることからすると、保険契約者の保険者に対する意思表示

を合理的かつ客観的に、すなわち保険者がどのように理解するかという観

点から客観的に解釈するべきであるとされています（最判昭和58・９・８

民集37巻７号918頁）。

３　具 体 例

⑴　肩書きの存在

保険金受取人が「妻Ａ」と記載されている場合、Ａが保険契約者の妻で

ある限り、当該保険金受取人の指定は明確ですが、保険契約者とAが離婚

した場合、当該指定をどのように解するのでしょうか。

この点、「妻」と記載している以上、Ａと離婚をし、Ａが妻ではなくな

ったときには当該保険金受取人の指定は効力を失うと解することもできな

いわけではありません。しかしながら、判例は、「妻」は補助的な意味に

すぎず、「Ａ」と記載していることを重視して、離婚をした場合には保険

金受取人ではなくなることを表示したような場合でない限り、Ａが保険金

Ⅲ　保険契約の効力
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Q uestion

196

保険給付の履行期は必ず定めなければならないのでしょうか。仮に保険

給付の履行期を定めなかった場合、いつから履行遅滞になるのでしょう

か。また、履行期を定めた場合、その履行期を過ぎなければ履行遅滞とは

ならないのでしょうか。

１　保険給付の履行期（保険給付を行う期限（以下「期限」という）は

必ず定める必要はありません。

２　期限を定めなかった場合には、保険者は、「保険給付の請求があっ

た後、当該請求に係る保険事故の確認をするために必要な期間」を経過し

たときから履行遅滞となります（法52条２項）（損害保険の場合には、「保

険事故」を「保険事故およびてん補保険額」と読み替え（法21条２項）、

傷害疾病定額保険の場合には、「保険事故」を「給付事由」と読み替える

（法81条２項）。以下同じ）。

３　期限を定めた場合、その期限を経過しなくても、履行遅滞となる場

合があります。すなわち、当該期限が「保険事故、保険者が免責される事

由その他の保険給付を行うために確認をすることが生命（損害／傷害疾病

定額）保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当な期間を経過

する日」より後の日であるときは、当該期間を経過すれば履行遅滞となり

ます（52条１項。損害保険、傷害疾病定額保険も同様（法21条１項・81

条１項））。

解　説

A nswer

48

１　従来の扱い

旧商法上、保険給付の履行期については条文がありませんでした。その

ため、保険給付の履行期は期限の定めのない債務として民法412条が適用

７　保険給付の履行期



されていました（保険事故の発生という不確定期限付きの債務（民法412条２

項）と解する見解と、期限の定めのない債務（同条３項）と解する見解（多数

説）があった）（甘利公人「保険金給付の履行期と消滅時効」落合誠一・山下典

孝編『新しい保険法の理論と実務（別冊金融・商事判例）』196頁）。

２　保険法の扱い

保険給付の履行期については、保険事故（による損害）が生じた場合に

保険者が損害のてん補や保険給付を行うという保険の性質上、保険事故の

発生や損害の発生の有無等を調査したうえで保険金を支払うべきであると

いう要請と、保険事故が生じたならば迅速に保険給付が行われるべきであ

るという要請が存在します。

そこで、保険法は、保険給付の履行期の定めを新設し、期限を定めた場

合と定めなかった場合について場合を分けて規定し、これらの要請の調整

を図っています。

３　履行期を定めなかった場合

⑴　条　文

期限を定めなかった場合について、保険法は、「保険給付の請求があっ

た後、当該請求に係る保険事故の確認をするために必要な期間」を履行期

としています（法21条２項。損害保険、傷害疾病定額保険も同様（法52条２

項・81条２項））。

したがって、この期間を超えた場合には、保険者は遅滞の責任を負うこ

とになります。

⑵　調査対象

期限を定めなかった場合には、保険事故や損害の発生などの保険契約者

側が証明すべき事項（保険金請求権の請求原因事実）のみが調査対象となっ

ています。当事者間に合意がない以上、必要最小限の事項について確認す

る期間に限って猶予を認めるべきだからです。

したがって、これらの事実を確認するために必要な期間の範囲内では保

Ⅳ　保険給付
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